
 

 

（提案基準第１号） 

宗教施設に係る開発又は建築に関する基準 

 

市街化調整区域を中心とした地域社会における住民の日常の宗教的生活に関連した施設（社寺仏閣

及び納骨堂をいう。）に係る開発又は建築については、次の要件のすべてに該当すれば、原則として

法第３４条第１４号又は政令第３６条第１項第３号ホに該当するものと認め、開発審査会に付議する

案件として処理するものとする。 

 

１ 申請者は、原則として宗教法人法（昭和26年法律第126号）第４条第２項に規定する宗教法人で

あること。 

２ 申請に係る予定建築物は、次のすべてに該当するものであること。 

(1) 予定建築物の用途は、次のいずれかに該当するものであること。 

ア 既存集落等における地域的性格の強い鎮守、社、庚申堂、地蔵堂等を構成する建築物 

イ 当該市街化調整区域及びその周辺の地域における信者の分布等に照らし、特に当該地域に立

地する合理的事情の存する宗教活動上の施設（宗教法人の行う儀式、教化育成のための施設及

びこれに附属する社務所、庫裏等をいう。） 

(2) 予定建築物の規模、構造、設計等（以下「規模等」という。）は、宗教活動上の必要に照らし

ふさわしいものであり、かつ、宿泊施設及び休憩施設は原則として含まないものであること。 

 

附則 

この基準は、2001年（平成13年）７月１日から施行する。 

附則 

この基準は、2008年（平成20年）７月12日から施行する。 

附則 

この基準は、2015年（平成27年）11月18日から施行する。 

附則 

この基準は、2022年（令和４年）５月24日から施行する。 

附則 

この基準は、2024年（令和６年）４月１日から施行する。 

附則 

この基準は、2025年（令和７年）４月１日から施行する。 

  


